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９月２１日 午後１時開議 

第４号 

日程第１ 議案第65号 平成２７年度鞍手町一般会計歳入歳出決算認定 

（決算特別委員長報告） 

日程第２ 議案第70号 平成２７年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

（総務文教委員長報告） 

日程第３ 議案第73号 平成２７年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計歳入歳出決算認定 

（総務文教委員長報告） 

日程第４ 議案第74号 平成２７年度鞍手町水道事業会計決算認定 

（総務文教委員長報告） 

日程第５ 議案第66号 平成２７年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

（民生産業委員長報告） 

日程第６ 議案第67号 平成２７年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計歳入歳出決算認定 

（民生産業委員長報告） 

日程第７ 議案第68号 平成２７年度鞍手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

（民生産業委員長報告） 

日程第８ 議案第69号 平成２７年度鞍手町住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定 

（民生産業委員長報告） 

日程第９ 議案第71号 平成２７年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計 

歳入歳出決算認定                 （民生産業委員長報告） 

日程第10 議案第72号 平成２７年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計歳入歳出決算認定 

（民生産業委員長報告） 

日程第11 議案第60号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第２号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第12 議案第63号 平成２８年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第13 議案第64号 平成２８年度鞍手町水道事業会計補正予算（第１号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第14 議案第75号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２８年度固定資産税の 

課税免除                                        （総務文教委員長報告） 

日程第15 議案第78号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第３号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第16 議案第76号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事（第６５工区） 

請負契約の締結                                  （総務文教委員長報告） 



 

 

 

 

 

 

日程第17 議案第77号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事（第６６工区） 

請負契約の締結                                  （総務文教委員長報告） 

日程第18 議案第59号 専決処分の承認（鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を 

           改正する条例）                               （民生産業委員長報告） 

日程第19 議案第61号 平成２８年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

（民生産業委員長報告） 

日程第20 議案第62号 平成２８年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（民生産業委員長報告） 

日程第21 閉会中の継続事 
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平成２８年９月２１日（第４日） 

開議  １３時００分 

○議長 星 正彦君  

 これから本日の会議を開きます。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 議案第６５号を議題とします。  

 本案は、決算特別委員会に付託していましたので、決算特別委員長の審査報告を求めます。  

 久保田決算特別委員長。  

○１０番 久保田 正之君  

 決算特別委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第６５号 平成２７年度鞍手町一般会計歳入歳出決算認定。  

 本委員会は９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、原案を認定すべきものと決

定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第６５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第６５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第６５号 平成２７年度鞍手町一般会計歳入歳出決算認定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６５号は委員長報告のとおり認定されました。  

次に進みます。日程第２ 議案第７０号から日程第４ 議案第７４号までの３件を一括し

て議題とします。   

本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。 

田中総務文教委員長。  

○６番 田中 二三輝君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第７０号 平成２７年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定。  
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 議案第７３号 平成２７年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計歳入歳出決算認

定。 

 議案第７４号 平成２７年度鞍手町水道事業会計決算認定。  

 本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を認定すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第７０号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７３号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７４号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

次に､議案第７０号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に､議案第７３号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に､議案第７４号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

これから採決を行います。  

議案第７０号 平成２７年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

を採決します。  

本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７０号は委員長報告のとおり認定されました。  

次に､議案第７３号 平成２７年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計歳入歳出

決算認定を採決します。  

本案に対する委員長の報告は認定であります。  
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本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７３号は委員長報告のとおり認定されました。  

次に､議案第７４ 平成２７年度鞍手町水道事業会計決算認定を採決します。  

本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７４号は委員長報告のとおり認定されました。 

次に進みます。日程第５ 議案第６６号から日程第１０ 議案第７２号までの６件を一括

して議題とします。  

本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。 

須藤民生産業委員長。 

○１３番 須藤 敏夫君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第６６号 平成２７年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定。  

 議案第６７号 平成２７年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計歳入歳出決算認

定。 

 議案第６８号 平成２７年度鞍手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定。  

 議案第６９号 平成２７年度鞍手町住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定。  

 議案第７１号 平成２７年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計

歳入歳出決算認定。  

 議案第７２号 平成２７年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計歳入歳出決算認定。 

 本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を認定すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第６６号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第６７号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第６８号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第６９号について、質疑はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７２号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第６６号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６７号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６８号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６９号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第７１号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第７２号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第６６号 平成２７年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定を採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６６号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第６７号 平成２７年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計歳入歳出

決算認定を採決します。  
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 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６７号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第６８号 平成２７年度鞍手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定を採

決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６８号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第６９号 平成２７年度鞍手町住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定を採

決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６９号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第７１号 平成２７年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特

別会計歳入歳出決算認定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７１号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第７２号 平成２７年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計歳入歳出決

算認定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７２号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に進みます。日程第１１ 議案第６０号から日程第１７ 議案第７７号までの７件を一

括して議題とします。  

 本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 田中総務文教委員長。  

○６番 田中 二三輝君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第６０号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第２号）。  

 議案第６３号 平成２８年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）。 
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 議案第６４号 平成２８年度鞍手町水道事業会計補正予算（第１号）  

 議案第７５号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２８年度固定資産税の課

税免除。 

議案第７８号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第３号）。  

本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

 次に､議案第７６号 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理分区管渠築造工事（第６５工

区）請負契約の締結。  

 議案第７７号 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理分区管渠築造工事（第６６工区）

請負契約の締結。  

 本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案に同意すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第６０号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第６３号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第６４号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７５号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７８号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７６号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７７号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  
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 議案第６０号について 討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第６３号について 討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第６４号について 討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第７５号について 討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第７８号について 討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第７６号について 討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に､議案第７７号について 討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

議案第６０号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第２号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第６０号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に､議案第６３号 平成２８年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第６３号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第６４号 平成２８年度鞍手町水道事業会計補正予算（第１号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  
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（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６４号は委員長報告のとおり可決されました。 

次に､議案第７５号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２８年度固定資産

税の課税免除を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第７５号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第７８号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第３号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７８号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に､議案第７６号 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理分区管渠築造工事（第６５

工区）請負契約の締結を採決します。  

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第７６号は委員長報告のとおり同意されました。  

次に､議案第７７号 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理分区管渠築造工事（第６６

工区）請負契約の締結を採決します。  

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７７号は委員長報告のとおり同意されました。  

 次に進みます。日程第１８ 議案第５９号から日程第２０ 議案第６２号までの３件を一

括して議題とします。  

 本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  

 須藤民生産業委員長。  

○１３番 須藤 敏夫君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第５９号 専決処分の承認（鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例。  

 本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、原案を承認すべきものと

決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  
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次に、議案第６１号 平成２８年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

 議案第６２号 平成２８年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。  

 本委員会は、９月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第５９号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６２号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第５９号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第６１号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第６２号について、討論はありませんか。  

 （「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第５９号 専決処分の承認（鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は承認であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第５９号は委員長報告のとおり承認されました。  

 次に、議案第６１号 平成２８年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  
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（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６１号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第６２号 平成２８年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６１号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

 日程第２１ 閉会中の継続事件を議題とします。  

 各委員長から目下審査する事件について、会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配

布しましたとおり閉会中の継続審査の申し出があっています。  

 お諮りします。  

 各委員長からの申し出のとおり、継続審査することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって各委員長からの申し出のとおり継続審査することに決定しま

した。 

 これで本日の日程は全部終了しました。  

 これをもって、平成２８年第３回定例会を閉会します。  

閉会 １３時２６分 
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